
（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
は
、
法
、
道
路
構
造
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三

百
二
十
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。）
及
び
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関

す
る
命
令
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
・
建
設
省
令
第
三
号
。
以
下
「
命
令
」
と
い
う
。）

で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
車
線
等
に
係
る
県
基
準
）

第
三
条

法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
を
新
設
し
、
又
は
改
築
す
る
場
合

に
お
け
る
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
（
以
下
「
県
基
準
」
と
い
う
。）
の
う
ち
車
線
等

に
係
る
も
の
は
、
政
令
第
五
条
で
定
め
る
基
準
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
第
二
級
の
平

地
部
及
び
第
三
種
第
三
級
の
山
地
部
の
道
路
の
設
計
基
準
交
通
量
に
つ
い
て
、
交
通
の
状

況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
表

に
掲
げ
る
値
に
一
・
二
を
乗
じ
た
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
停
車
帯
に
係
る
県
基
準
）

第
四
条

県
基
準
の
う
ち
停
車
帯
に
係
る
も
の
は
、
政
令
第
九
条
で
定
め
る
基
準
と
す
る
。

た
だ
し
、
停
車
帯
の
幅
員
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
も
の
と
し
、
自
動
車
の
交
通
量

の
う
ち
大
型
の
自
動
車
の
交
通
量
の
占
め
る
割
合
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
二
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
自
転
車
歩
行
者
道
に
係
る
県
基
準
）

第
五
条

県
基
準
の
う
ち
自
転
車
歩
行
者
道
に
係
る
も
の
は
、
政
令
第
十
条
の
二
で
定
め
る

基
準
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
に
つ
い
て
、
交
通
の
状
況
そ
の
他
の

特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
二
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
そ
の
他
の
県
基
準
）

第
六
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
基
準
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
と
す
る
。

（
案
内
標
識
等
の
寸
法
）

第
七
条

法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
で
定
め
る
案
内
標
識
及
び
警
戒

1
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標
識
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
置
さ
れ
る
補
助
標
識
（
こ
れ
ら
の
標
識
の
柱
の
部
分
を
除
く
。）

の
寸
法
は
、
命
令
別
表
第
二
に
掲
げ
る
寸
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
警
戒
標
識
に
つ
い
て
、

道
路
の
形
状
、
交
通
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い

て
は
、
同
表
に
掲
げ
る
寸
法
の
二
分
の
一
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

２

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
県
基
準
の
う
ち
自
転
車
が
走
行

す
る
部
分
に
係
る
も
の
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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